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違うから、法令違反以外は話せても、やれとは言えない」「転籍
を伴う配置転換があった」など質問が出され、本部から「出向
協定は単独であるが、バッジ等との関連で包括的と表現してい
る」「申入に対するＰ会社の対応について、現在ＪＲ会社が調査
するとしている。その結果を判断しＰ会社へも要請していく」
「転籍問題は引き続き取り組む」など答弁がされました。
また、会社毎の報告では、「プロパーに対する教育が無く出

向者が現場で教えている」「合理化で一人作業となり、精神的
にも苦痛であり、何かあっても対応できない」「ＪＲの設備投
資が削減されるとＰ会社にも影響し、事故が多くなる」「出向
者がＪＲの新人教育を行っているとこもある」「地方毎にアン
バランスがあり、現場によって対応が違う」「Ｐ会社の機構が
勝手に変えられている」「出向連の運営で東日本エリア全体で
は集まりにくく、東京中心に体制づくりを進めている」など
の意見が出されました。
出向組合員の７割が、残す出向期間は１年未満であり、こ

うした課題を解決していくためにも、主体である出向連組織
の体制確立を急ぎ、国労としてＰ会社の労働条件を改善させ、
Ｐ会社の労働者と共に、働き続けられる職場とするために取
り組まなければなりません。

国労は東日本本部は、昨年の第５回総会で確認した「出向
会社毎の労働条件改善要求」をＪＲ東日本本社に対し、一斉
（３月７日）に申し入れました。第６回総会は、この要求内容
に基づき、ＪＲ会社との団体交渉、そして労働条件改善に繋
げていく総会として開催されました。
当日は、総会前段に会社毎の出向連交流会を開催し、今日

の出向者状況を踏まえ、①役員体制の確認、②出向者組合員
の名簿の整理、を共通のテーマとし交流・意思統一し、第６
回総会がスタートしました。
冒頭挨拶した伊藤委員長は、「ＪＲ採用差別事件」と「中労

委における和解協議」の２点に絞って挨拶し、「首都圏では連
続して列車が止まる輸送障害が発生している。メンテの議論
で危惧された部分が起きている。和解を進めることと、職場
でものが言えなくなることは違う。職場の運動をどう強化す
るかが課題」と訴え出向連の団結を要請しました。
その後、高野書記長が東日本本部からの提起（別掲）を行

い、７つの出向連からの報告・役員紹介に続き、懇親会に入
りました。
東日本本部提案後の討論では、「出向協定が包括的にとはどう

いうことか、総合労働協約なのか」「ＪＲはＰ会社とは法人格が

「設備メンテナンス再構築」実施以降、現在もメンテ7社に900名（国労東日本調査）程度、メンテ以外64社
を含めると1100名以上の国労組合員の仲間が出向先会社で働いています。この間、国労東日本本部は「安全・
安定輸送」に責任を持つ立場から出向先の労働条件、協力会社に働く労働者との連帯を深める「会社毎の出向者
連絡会」を結成し運動を進めてきました。
こうした中、国労東日本本部は6月17日、東京新橋・交通ビルにて85名の参加で第6回出向者連絡会（以下、

出向連）総会を開催しました。

国労東日本本部は下記の内容でＪＲ東日本会社に申し入れました。

１．出向に当たっての本人意向の尊重、出向期間等、就労
条件の明確化、出向期間終了後の取扱い、出向期間満了後
の出向延長に関する本人の同意及び組合間差別の禁止など、
出向に関する厳正・公正なルールの確立を図ること。

２．再び不当労働行為事件を惹起することのない正常かつ
健全な労使関係を確立するために、これおまでの歪んだ労
務政策を改めること。
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に地方本部と連
携し、出向会社
国労組合員から
次期役員を選出
し４～５月頃に
「出向者連絡会役
員会」を開催し、
総会を６月に開
催していきます。
〈6〉現在、駅関係における会社施策の中で、出向が行われ
ています。設備メンテナンス以外の出向者を含めた、出向者
連絡会の在り方については今後の検討課題として対応を図る
こととします。
貨物の出向については貨物協と相談し、検討していきます。

〈1〉東日本本部は、一昨年の「出向連総会」で会社毎の要
求書作成・交渉の提起を行いましたが、結果として要求集約
まで至りませんでした。しかし、この１年間、出向連役員会
等で再度意思統一を行い、パートナー会社毎の要求書をＪＲ
東日本本社に提出してきました。要求書の扱いについては、
一定時期を見て検討します。
〈2〉大量退職時期を迎え社員数は減少し、技術継承の問題
や技術力の低下傾向、修繕費の削減が進んで行くと「安全・
安定」輸送確立は危うい方向に進んで行くと危倶せざるを得
ません。
今総会において、これまでの「足跡」を確認し、「安全・安

定輸送の確立」と安心して働き続けられる労働条件・職場環
境づくりのためにメンテナンス体制下の「仕事総点検運動」
を出向先企業職場とＪＲ職場が一体となって取り組みを行い、
合わせて組織の強化・拡大を進めて行くこととします。
〈3〉出向協定締結について、中労委での「配転・出向差別
事件等40事件」和解調査の経過の中で、組合として「出向の
ルール化」を求めた問題に対し、会社から「国労とは、出向
協定を締結しておらず他の労働組合の協定に準じ取り扱って
いる協定化を図るということであれば、会社としても対応す
る。」という回答を受け、出向協定単独での取り扱いとするの
か確認を行い、４月17日に申第36号を提出しています。
〈4〉今後の取り組みとして、「各会社別出向者役員会」を必
要の都度開き議論を行っていきます。メンテナンス体制が実
施され、「利益優先」「安全軽視」「パートナー会社への丸投げ
状態」「下請け会社の経営の圧迫、そこに働く労働者の劣悪な
労働実態」などの報告を受けています。関係地方本部・地区
本部・職協と連携を図り、問題と課題の改善に向けて取り組
むこととします。

また、すでに
本社に提出した
出向会社毎の要
求の解決に向け、
取り組みを進め
て行きます。
〈5〉出向者連
絡会総会の日程・
在り方、出向組
合員名簿・出向
期間管理など、
東日本本部とし
て整備を図って
行くこととします。
また、出向期間
の基本が１年単
位となりますが
地方毎に実施時
期が異なります。
よって、現行

の役員数を基本

現在、メンテンス関係７社に853名、他会社に303名
の国労組合員が出向しており、合計で1156名となりま
す。メンテ関係でも当初の３年を超える出向者が46％
となり、出向の長期化が進んでいます。

高野書記長


